
空き家再生促進事業のフローチャート

申請者 尾道市

申請
①補助金交付申請書 ② 書類審査

現地調査

※諸条件の整理後、再申請も可

× 不適合

③補助金交付決定通知書 適合

④改修工事実施

※変更（中止・廃止）があった場合

変更申請

 ⑤補助金変更等承認申請書 ⑥ 書類審査
現地調査

変更（中止・廃止）の内訳書を参考として添付 ※諸条件の整理後、再申請も可

× 不適合

交付決定の取消 又は取消

工　事　継　続 適合

提出
⑦　実　績　報　告 ⑧ 書類審査

現地調査

※諸条件の整理後、再申請も可

× 不適合

交付決定の取消 又は取消

⑨補助金交付確定通知書 適合

提出
⑩ 請　求　書 ⑪補助金の交付

※書類の申請・提出については書類の不備による遅延を防ぐためにも事前にご相談ください。

問い合わせ先 尾道市　　まちづくり推進課　　電話　0848-38-9223

補助金実績報告書・改修に要した経費の内訳が確
認できる書類及び請求書の写し又は領収書の写し・
改修の状況を確認できる写真・入居者全員のうち、
交付申請時に市内に住所を有していなかった者が、
新たに市内に転入したことを証明する住民票

誓約書（申請者用・所有者用）・市税等納付状況照
会承諾書・入居者全員分の住民票・改修に要する
経費の見積書の写し・改修予定箇所の位置及び内
容の詳細が分かる書類・改修予定箇所の現況写
真・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し・
空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し・
改修工事の施工業者の確認


